
1

年５月日 

・自立生活研究会 会則 

第１条【名称・連絡先】 

本会・名称・「・自立生活研究会」・ ・。 

事務局（連絡先）・、〒 新潟県新潟市寺尾台・置。 

第２条【目的】 

本会・、 ・・・ 人・自立生活・実現・ ・・ 目指・、様々・分野・人々・

・情報交換・交流・深・・ ・・・ ・ 、・・暮・ ・地域社会・構築・寄

与・ ・・ 目的・ ・

第３条【活動】 

本会・、前条・目的・達成・ ・、以下・活動・行。  

①講演会、シン・・ウム等・開催 

②勉強会（連続講座等）・開催 

③調査研究活動 

④会報、研究会誌・発行 

⑤・他、前条・目的・達成・ ・・ 必要・諸活動・行。 

第４条【会員】 

本会・会員・、 本会・趣旨・賛同・ ・者・、第５条・定・・手続・

・入会・認・・・、会費・納・者・ ・。 

第５条【入会】 

入会申込書・事務局・提出、幹事会・承認・得・ ・・・・・ 。 

会員資格・会費・納入時点・成立・。、入会・日付・幹事会・承認

日・ ・。 

入会申込・、郵便、電子メール、ファクス等、送付手段・問・・。 

第６条【会費】 

個人会員円（但、学生・円）、団体会員１円・ ・。 

第７条【退会】 

本人・意思・・・退会・ ・ ・ ・。 

会費・滞納者、第８条・違反者・、幹事会・審議上・退会 ・・

・・・。 
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第８条【会員・義務】 

会員・次・義務・負。  

・会員・個人・秘密、情報、・ライ・シー・ ・退会後・ ・・ 、

他・漏洩、・ ・他・目的・利用・・・・・ 。 

・本会・政治、宗教・ ・・ 利用・・・・・ 。 

・本会・活動・・ 運営・妨害・・・・・ 。 

第９条【役員】 

本会・次・役員・置。 

幹事 ５名以上 

監査 １名 

・他必要・部会・設置・。 

第条【幹事】 

幹事・、自薦、他薦・問・全会員・・ ・互選、総会・議決・。 

幹事・幹事会・構成・、研究会・運営・。 

第条【幹事会代表、副代表、会計、事務局長】 

幹事会・、互選・・・代表１人、副代表１人以上、会計１人、事務局長１人・互

選・・・選出・。・、事務局長・、会計・兼務・ ・ ・ ・。 

第条【監査】 

監査・、総会・・ ・会員・・ ・選出・。 

第条【役員・任期】 

役員・任期・１年・、再任・妨・。 

第条【総会】 

①本会・運営・方針・決定・場・ ・、年１回、総会・開催・。 

②議事・出席者・過半数・決、可否同数・場合・、議長 ・・ 決・。 

③役員必要・判断時、・ ・会員・過半数要望時・・、臨時総会・

開催・ ・・・・・ 。 

④総会・・議決必要・事項・次・・ ・。 

・前年度・活動報告、決算報告 

・当該年度・活動予定、予算 

・役員選出 

・ ・他・審議事項 
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第条【幹事会】 

本会・関係・緊急事態、・審議・事項発生場合等、役員・必要

・応じ・幹事会・開催・ ・。 

幹事会・議事録・、全・・会員・公開・ ・・・・・ 。 

会員・希望・・ 幹事会・オ・・ー・ー・ ・参加・ ・。 

第条【 ・他、細則】 

本会則・総会・・議決・・・変更・ ・ ・ ・。 

・他、本会則・定・・・・・・、本会・必要・事項・、総会・・審議・上、

決定・・・・ ・ 。 

（附則） 

１．本会則・平成年５月日・・施行・・・・ ・ 。 

２．会計年度・５月日・翌年４月日・・・ ・。 

３． ・会則・一部改正・、平成年月日・施行・。 


